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令和２年11月30日

水 産 庁 長 官

水産業協同組合に係る模範定款例の一部改正について

水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）第32条第４項（第83条第２項、第92条第

３項、第96条第３項、第100条第３項及び第100条の８第３項において準用する場合を

含む。）の規定に基づき、漁業協同組合模範定款例（出資組合（信用事業実施）の場

合）、漁業協同組合模範定款例（出資組合（信用事業非実施）の場合）、事業協同組

合連合会模範定款例、信用漁業協同組合連合会模範定款例、水産加工業協同組合模範

定款例、漁業生産組合模範定款例及び各定款附属書役員選挙規程例等について、それ

ぞれ別紙１から別紙５までの新旧対照表のとおり改正したので、御了知願いたい。

○○県知事 殿


